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この「企画提案審査要領」（以下「審査要領」という。）は、岩手県（以下「県」という。）が実施する

「三陸スポーツ推進事業」（以下「本業務」という。）に係る受託候補者を選定するための企画提案の審

査の指針等について定めるものである。 

 

１ 審査機関 

(１) 本業務に係る企画提案の審査は、企画提案選考委員会（以下「委員会」という。）により実施す

るものとする。 

(２) 委員会は、企画提案参加者（以下「参加者」という。）から提出された企画提案書等について、

別途定める審査基準に基づき、審査を行うものとする。 

 

２ 委員会の開催日及び場所 

委員会の開催日及び場所については、下記の予定ですが、参加者が確定した後、速やかにプレゼン

テーションの順番と併せて最終通知を行うものとする。 

(１) 開催日（予定） 令和５年 11 月中旬～下旬 

※ 現在の予定であり、変更する場合は、参加届出者へ別途通知します。 

    ※ プレゼンテーションの開始時間等については、別途通知します。 

    ※ プレゼンテーションの時間は、１者あたり 30 分（事前準備５分、説明 15分、質疑応答 10分）

とします。 

 (２) 開催場所（予定） 岩手県釜石地区合同庁舎 

 

２ 審査方法 

(１) 審査は、参加者から提出された企画提案書等及び参加者による委員会の場でのプレゼンテーシ

ョンに基づいて行う。 

(２) 参加者が４者を超える場合には、委員会において、企画提案書等による審査（以下「一次審査」

という。）を実施し、上位と評された４者により、委員会において企画提案書等及びプレゼンテ

ーションに基づく審査を行う。なお、参加者が４者以下であった場合には、一次審査は行わない。 

(３) 委員は、企画提案書等及びプレゼンテーションに基づき、個別の審査項目の内訳ごとに評価・評

点を行い、委員ごとに上位３者まで順位点（１位＝５点、２位＝３点、３位＝１点）を付し、それ

を合計した総合得点により順位を付するものとする。 

なお、総合得点が同点の場合には、高い順位の票を多く得た者を上位者とし、高い順位の票が同

数の場合には、委員において合議のうえ順位を決定するものとする。 

 (４) 応募者が委託予定団体数以内であった場合においても、委員会での審査を実施し、本業務を実施

するにふさわしいか否かを評価する。 

 

３ 受託候補者の選定 

県は、委員会の審査結果を参考に、受託候補者を選定する。 

なお、原則として、受託候補者として選定する者は、委員会の委員ごとの評点の合計が満点の５割

以上の事業を提案した者とする。 

 

４ 審査結果の通知 
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審査結果については、各参加者に郵送により書面で通知するとともに岩手県公式ホームページに掲

載して公表する。 

 

５ 審査項目及び配点 

  審査項目、審査の観点及び配点は、次のとおりとする。 

審査項目 審査内容 審査の観点 配点 

全般 

事業目的 本業務の目的を理解し、的確な提案となっているか。 10 

30 計画性 事業のスケジュールは妥当か。 10 

事業成果 十分な成果が期待できるか。 10 

企画提案

内容 

事業内容 提案内容のコンセプトが明確で、内容が工夫されているか。 15 

50 

広域性 広域性の高い取組となっているか。 10 

参加するうえ

での制限 

年齢や性別を問わず誰でも参加できる取組となっているか。 
15 

事業継続性 本業務の契約終了後も、継続実施が見込まれる内容であるか。 5 

独自の提案・

工夫 

仕様書に具体的記載のない事項で、独自の提案・工夫がなさ

れているか。 
5 

事業の 

確実性 

業務遂行能力 提案内容を確実に履行できる実施体制であるか。 10 

20 積算内訳 事業の単価や経費が妥当であり、企画提案内容と整合が取れ

ているか。 
10 

合 計 100 

 

（注） 審査内容のうち、「広域性」「参加するうえでの制限」は、業務仕様書４(１)に示す内容について

審査するものである。 

なお、「審査の観点」の記載内容についての想定は、下記のとおり。 

・ 広域性の高い取組 

事業効果が広域に波及する、広域的な連携を促進する、沿岸地域のスポーツのブランドにつ

ながることなど。（単一の市町村に限らず、より広域的な取組となること。） 


